
＜所得制限の導入について＞ 

 

平成３１年１月１日より、新たに重度心身障害者医療費助成制度の受給資格

登録申請をする方には、所得制限を導入し、毎年所得の審査を行うことになりま

した。所得制限基準額内であれば、医療費の助成が受けられますが、基準額を超

過している場合は助成の対象外となります。 

 

※平成３０年１２月３１日までに受給者登録された方には、２０２２年１０ 

月１日から導入します。 

 

●所得審査の対象 

未成年者を含めた本人所得のみ 

 

●審査方法 

 受診した月の前年（１月～９月の場合は前々年）の所得により審査 

 

●対象となる所得 

・総所得金額・利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡

所得・一時所得・雑所得（老齢年金）などの非課税所得以外の所得が対象で

す。 

（障害年金・遺族年金・公務扶助料・福祉金品・通勤手当等の非課税所得につ

いては対象外です。） 

 

●所得制限基準額 

扶養親族の

数 

所得制限基準額 ※参考 給与収入換算額 

(但し、諸控除がない場合の額) 

０人 ３，６０４，０００円 ５，１８０，０００円 

１人 ３，９８４，０００円 ５，６５６，０００円 

２人 ４，３６４，０００円 ６，１３２，０００円 

 

※扶養人数０人のときの所得制限基準額に、１人につき３８万円を加算 

※当該扶養親族が、同一生計配偶者（７０歳以上） 

若しくは老人扶養親族の場合はさらに１人につき１０万円加算 

※特定扶養親族（１９歳以上２３歳未満）又は 

控除対象扶養親族（１６歳以上１９歳未満） 

の場合はさらに１人につき２５万円加算 

 


